
 
 

   

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
七
号 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 
事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

電
気
工

事
士
法

（
昭
和

三
十
五

年
法
律

第
百
三

十
九
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
気
工

事
士
法

（
昭
和

三
十
五

年
法
律

第
百
三

十
九
号
。

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

令
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
電
気
工
事
士
免
状
の

書
換
え 

電
気
工
事
士
免

状
の
書
換
え
手

数
料 

二
、
七
〇
〇
円 

令
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
電
気
工
事
士
免
状
の

書
換
え 

電
気
工
事
士
免

状
の
書
換
え
手

数
料 

二
、
一
〇
〇
円 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
条 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
 

改 

正 

前 
 

 

（
指
定
試
験
機
関
等
へ
の
納
付
） 

第
三
条 

（
略
） 

試

験

等 

指

定

試

験

機

関

等 

（
略
） 

（
略
） 

宅
地
建
物
取
引
業
法
（ 

昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
七
十
六
号
）
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
宅
地
建
物
取
引
士
資

格
試
験 

（
略
） 

調
理
師
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
四
十
七

号
）
第
三
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
調
理 

同
法
第
三
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生 

労
働
大
臣
が
指
定
す
る 

試
験
機
関 

 

 

（
指
定
試
験
機
関
等
へ
の
納
付
） 

第
三
条 

（
略
） 

試

験

等 

指

定

試

験

機

関

等 

（
略
） 

（
略
） 

宅
地
建
物
取
引
業
法
（ 

昭
和
二
十
七
年
法
律
第

百
七
十
六
号
）
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
宅
地
建
物
取
引
士
資

格
試
験 

（
略
） 

    

 

 



 
 

師
試
験 

 

（
略
） 

（
略
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

 別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 
事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

建
築
基

準
法
（ 

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「 

法
」
と 

い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

建
築
基

準
法
（ 

昭
和
二

十
五
年

法
律
第

二
百
一

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「 

法
」
と 

い
う
。 

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
一
条
た
だ
し

書
（
法
第
八
十
七
条
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項

又
は
第
八
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
特
殊
建
築
物

等
の
位
置
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
一
条
た
だ
し

書
（
法
第
八
十
七
条
第

二
項
若
し
く
は
第
三
項

又
は
第
八
十
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
特
殊
建
築
物

等
の
位
置
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
二
条
第
六
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
の
容
積
率
に
係

る
特
例
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
容
積

率
の
特
例
認
定

申
請
手
数
料 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る
特
例
の

認
定
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る
特
例
の

認
定
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る
特
例
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

建
築
物
の
高
さ

の
特
例
許
可
申

請
手
数
料 

一
六
〇
、
〇
〇
〇 

 
 
 
 
 
 

円 

 

 

 
 

法
第
五
十
五
条
第
四
項

各
号
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
高
さ
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
五
条
第
三
項

各
号
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
高
さ
の
許
可
の

申
請
に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 

法
第
五
十
七
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
特

例
容
積
率
適
用
地
区
内

に
お
け
る
建
築
物
の
高

さ
の
最
高
限
度
に
関
す

る
特
例
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
五
十
七
条
の
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
特

例
容
積
率
適
用
地
区
内

に
お
け
る
建
築
物
の
高

さ
の
最
高
限
度
に
関
す

る
特
例
の
許
可
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

 

法
第
五
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
高
度
地

区
内
に
お
け
る
建
築
物

の
高
さ
に
係
る
特
例
の

許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査 

高
度
地
区
内
に

お
け
る
建
築
物

の
高
さ
の
特
例

許
可
申
請
手
数

料 

一
六
〇
、
〇
〇
〇 

 
 
 
 
 
 

円 

 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

調
理
師

法
（
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

調
理
師

法
（
昭

和
三
十

三
年
法

律
第
百

四
十
七

号
。
以

下
こ
の

項
に
お

い
て
「

法
」
と

い
う
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
調
理
師

試
験
の
実
施 

調
理
師
試
験
手

数
料 

 

六
、
四
〇
〇
円 

法
第
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
調
理
師

試
験
の
実
施 

調
理
師
試
験
手

数
料 

六
、
一
〇
〇
円 
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） 
 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

介
護
保

険
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。 

） 

法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
実
務
研

修
受
講
試
験
の
実
施
の

う
ち
法
第
六
十
九
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
試
験
の
問
題
の
作
成

及
び
合
格
の
基
準
の
設

定 
介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
受

講
試
験
問
題
作

成
事
務
手
数
料 

一
、
四
〇
〇
円 

介
護
保

険
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
法
」

と
い
う
。 

) 

法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
支
援
専
門
員
実
務
研

修
受
講
試
験
の
実
施
の

う
ち
法
第
六
十
九
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
試
験
の
問
題
の
作
成

及
び
合
格
の
基
準
の
設

定 

介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
受

講
試
験
問
題
作

成
事
務
手
数
料 

一
、
八
〇
〇
円 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

別
表
（
第
八
条
関
係
） 

一 

（
略
） 

二 

手
数
料 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 

種 
 

別 

金 
 

額 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

食
品
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
九
、
一
〇
〇
円 

検
査
及
び
分
析 

一
成
分
に
つ
き 

 

二
八
、
〇
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

東
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

検
査
及
び
分
析 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
二
、
九
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

水
産
海
洋
技

術
セ
ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

 

二
五
、
四
〇
〇
円 

林
業
技
術
セ

ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
件
に
つ
き 

 

一
〇
〇
、
九
〇
〇円 

（
略
） 

（
略
） 

共
通 

成
績
書
及
び
証
明
書 

一
部
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料
調
製 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円 

設
備
利
用
に
お
い
て
職
員

が
行
う
機
器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
九
〇
〇
円 

 
 

備
考 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

手
数
料 

セ
ン
タ
ー
の

区
分 
種 

 

別 

金 
 

額 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

食
品
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
八
、
八
〇
〇
円 

検
査
及
び
分
析 

一
成
分
に
つ
き 

 

二
七
、
六
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

東
部
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

検
査
及
び
分
析 

一
単
位
に
つ
き 

 

二
二
、
六
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

水
産
海
洋
技

術
セ
ン
タ
ー 

検
査
及
び
分
析 

一
件
に
つ
き 

 

二
三
、
八
〇
〇
円 

林
業
技
術
セ

ン
タ
ー 

試
験
及
び
測
定 

一
件
に
つ
き 

 

七
四
、
八
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

共
通 

成
績
書
及
び
証
明
書 

一
部
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料
調
製 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
八
〇
〇
円 

設
備
利
用
に
お
い
て
職
員

が
行
う
機
器
操
作 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
八
〇
〇
円 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

 

（
ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

ひ
ろ
し
ま
産
学
共
同
研
究
拠
点
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第
十
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



 
 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

分
析
機
械 

一
時
間
に
つ
き 

一
七
、
五
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

成
績
書
及
び
証
明

書 

一
、
三
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料

調
製
並
び
に
設
備

利
用
に
お
け
る
機

器
操
作 

三
、
九
〇
〇
円 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

分
析
機
械 

一
時
間
に
つ
き 

一
七
、
四
〇
〇
円 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

成
績
書
及
び
証
明

書 

一
、
二
〇
〇
円 

前
処
理
及
び
試
料

調
製
並
び
に
設
備

利
用
に
お
け
る
機

器
操
作 

三
、
八
〇
〇
円 

 
 

 

（
広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

占

用

物

件 

占 
 
 
 
 
 

用 
 
 
 
 
 

料 

単
位 

所 
 
 
 
 

在 
 
 
 
 

地 

第
一
級
地 

第
二
級
地 

第
三
級
地 

第
四
級
地 

第
五
級
地 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

工
作

物 

第
一
種
電
柱 

一
本

に
つ

き
一

年 

一
、 九

〇
〇 

八
〇
〇 

五
七
〇 

四
八
〇 

四
三
〇 

第
二
種
電
柱 

二
、 九

〇
〇 

一
、 二

〇
〇 

八
七
〇 

七
三
〇 

六
七
〇 

第
三
種
電
柱 

三
、 九

〇
〇 

一
、 七

〇
〇 

一
、 二

〇
〇 

九
九
〇 

九
〇
〇 

第
一
種
電
話 

柱 

一
、 七

〇
〇 

七
一
〇 

五
一
〇 

四
三
〇 

三
九
〇 

第
二
種
電
話 

柱 

二
、 七

〇
〇 

一
、 一

〇
〇 

八
一
〇 

六
八
〇 

六
二
〇 

第
三
種
電
話 

柱 

三
、 七

〇
〇 

一
、 六

〇
〇 

一
、 一

〇
〇 

九
四
〇 

八
五
〇 

そ
の
他
の
柱 

類 

一
七
〇 

七
一 

五
一 

四
三 

三
九 

共
架
電
線
そ 

の
他
上
空
に 

設
け
る
線
類 

長
さ

一
メ 

ー
ト 

ル
に 

一
七 

七 

五 

四 

四 



 
 

 
 

つ
き 

一
年 

 
 

 
 

 

 

地
下
に
設
け 

る
電
線
そ
の 

一
〇 

四 

三 

三 

二 

 

他
の
線
類 

 
 

 
 

 
 

 
路
上
に
設
け 

る
変
圧
器 

一
個

に
つ

き
一

年 

一
、 六

〇
〇 

七
〇
〇 

四
九
〇 

四
二
〇 

三
八
〇 

 

地
下
に
設
け 

る
変
圧
器 
占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

一
、 〇

〇
〇 

四
三
〇 

三
〇
〇 

二
六
〇 

二
三
〇 

 

変
圧
塔
そ
の 

他
こ
れ
に
類 

す
る
も
の
及 

び
公
衆
電
話 

所 

一
個

に
つ

き
一

年 

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 

八
五
〇 

七
八
〇 

 

郵
便
差
出
箱 

及
び
信
書
便 

差
出
箱 

 

一
、 四

〇
〇 

六
〇
〇 

四
二
〇 

三
六
〇 

三
三
〇 

 

広
告
塔 

表
示

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

三
〇
、

〇
〇
〇 

四
、 八

〇
〇 

一
、 八

〇
〇 

八
七
〇 

五
九
〇 

 

そ
の
他
の
も 

の 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 

八
五
〇 

七
八
〇 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る 

外
径
が
〇
・ 

〇
七
メ
ー
ト 

ル
未
満
の
も 

の 

長
さ

一
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

 

七
一 

三
〇 

  

二
一 

一
八 

一
六 

外
径
が
〇
・ 

〇
七
メ
ー
ト 

ル
以
上
〇
・ 

一
メ
ー
ト
ル 

一
〇
〇 

四
三 

三
〇 

二
六 

二
三 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

物
件 

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

外
径
が
〇
・ 

一
メ
ー
ト
ル 

以
上
〇
・
一 

五
メ
ー
ト
ル 

未
満
の
も
の 

 

一
五
〇 

六
四 

四
五 

三
八 

三
五 

 

外
径
が
〇
・ 

一
五
メ
ー
ト 

ル
以
上
〇
・ 

二
メ
ー
ト
ル 

未
満
の
も
の 

 

二
〇
〇 

八
六 

六
一 

五
一 

四
七 

外
径
が
〇
・ 

二
メ
ー
ト
ル 

以
上
〇
・
三 

メ
ー
ト
ル
未 

満
の
も
の 

三
〇
〇 

一
三
〇 

九
一 

七
七 

七
〇 

外
径
が
〇
・ 

三
メ
ー
ト
ル 

以
上
〇
・
四 

メ
ー
ト
ル
未 

満
の
も
の 

 

四
〇
〇 
一
七
〇 

一
二
〇 

一
〇
〇 

九
三 

 

外
径
が
〇
・ 

四
メ
ー
ト
ル 

以
上
〇
・
七 

メ
ー
ト
ル
未 

満
の
も
の 

七
一
〇 

三
〇
〇 
二
一
〇 

一
八
〇 

一
六
〇 

外
径
が
〇
・ 

七
メ
ー
ト
ル 

以
上
一
メ
ー 

ト
ル
未
満
の 

も
の 

一
、 〇

〇
〇 

四
三
〇 

三
〇
〇 

二
六
〇 

二
三
〇 

外
径
が
一
メ 

ー
ト
ル
以
上 

の
も
の 

 

二
、 〇

〇
〇 

八
六
〇 

六
一
〇 

五
一
〇 

四
七
〇 

法第三十二条第一項第三号に掲 

自動運行補助施設 

法
第

二
条

第
二

項
第

五
号

に
規

定
す

る
自

動
運

行
装

置
に

よ
る

検
知

の
対 

地
下

に
設

け
る

も
の 

長
さ

一
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

一
〇 

四 

三 

三 

二 

そ
の

他
の

も
の 

三
四 

一
四 

一
〇 

九 

八 



 
 

げる施設 

 

象
と

し
て

設
置

す
る

導
線 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

そ
の

他
の

線
類 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

道
路
の
構
造

又
は
交
通
の

状
況
を
表
示

す
る
標
示
柱

そ
の
他
の
柱

類 

一
本

に
つ

き
一

年 
二
、 七

〇
〇 

一
、 一

〇
〇 

八
一
〇 

六
八
〇 

六
二
〇 

 
   

そ
の

他
の

も
の 

上
空

に
設

け
る

も
の 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

一
、 七

〇
〇 
七
一
〇 

五
一
〇 

四
三
〇 

三
九
〇 

 

地
下

に
設

け
る

も
の 

一
、 〇

〇
〇 

四
三
〇 

三
〇
〇 

二
六
〇 

二
三
〇 

  

そ
の
他
の
も
の 

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 
八
五
〇 

七
八
〇 

法
第
三
十
二
条
第
一 

項
第
四
号
に
掲
げ
る 

施
設 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き 

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 

八
五
〇 

七
八
〇 

 
 

 
 

 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

五
号

に
掲

げ
る

施
設 

地
下

街
及

び
地

下
室 

 

階
数 

が
一 

の
も 

の 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

階
数 

が
二 

の
も 

の 

一
年 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

階
数 

が
三 

以
上 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

 
 

の
も 

の 

 
 

 

上
空
に
設
け 

る
通
路 

 

一
五
、 

〇
〇
〇 

二
、 四

〇
〇 

九
〇
〇 

四
三
〇 

二
九
〇 

 

地
下
に
設
け 

る
通
路 

 

九
、 〇

〇
〇 

一
、 五

〇
〇 

五
四
〇 

二
六
〇 

一
八
〇 

 

そ
の
他
の
も 

の 

  

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 

八
五
〇 

七
八
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

法
第

三
十

二
条

第
一

項
第

六
号

に
掲

げ
る

施
設 

祭
礼
、
縁
日

そ
の
他
の
催

し
に
際
し
、 

一
時
的
に
設 

け
る
も
の 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
日 

三
〇
〇 

四
八 

一
八 

 
 

九 
 

 

六 

そ
の
他
の
も 

の 
占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
月 

三
、 〇

〇
〇 

四
八
〇 

一
八
〇 

八
七 

五
九 

令
第

七
条

第
一

号
に

掲
げ

る
物

件 

看
板 

（
ア 

ー
チ 

で
あ 

る
も 

の
を 

除
く
。 

） 

一
時 

的
に 

設
け 

る
も 

の 

表
示

面
積

一
平

方
メ 

ー
ト 

ル
に 

つ
き 

一
月 

三
、 〇

〇
〇 
四
八
〇 

一
八
〇 

八
七 

五
九 

そ
の 

他
の 

も
の 

表
示

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

三
〇
、 

〇
〇
〇 

四
、 八

〇
〇 

一
、 八

〇
〇 
八
七
〇 

五
九
〇 

標
識 

一
本

に
つ

き
一

年 

二
、 七

〇
〇 

一
、 一

〇
〇 

八
一
〇 

六
八
〇 

六
二
〇 

旗
ざ

お 

祭
礼
、 

縁
日 

そ
の 

他
の 

催
し 

に
際 

し
、 

一
時 

的
に 

設
け 

る
も 

の 

一
本

に
つ

き
一

日 

三
〇
〇 

四
八 

一
八 

九 

六 



 
 

 
 

そ
の 

他
の 

も
の 

一
本

に
つ

き
一

月 

三
、 〇

〇
〇 

 

四
八
〇 

一
八
〇 

八
七 

五
九 

 
幕
（ 

令
第 

七
条 

第
四 

号
に 

掲
げ 

る
工 

事
用 

施
設 

で
あ 

る
も 

の
を 

除
く
。 

） 

祭
礼
、 

縁
日 

そ
の 

他
の 

催
し 

に
際 

し
、 

一
時 

的
に 

設
け 

る
も 

の 

そ
の

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
日 

三
〇
〇 

四
八 

一
八 

 

九 
 

六 

そ
の 

他
の 

も
の 

そ
の

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
月 

三
、 〇

〇
〇 
四
八
〇 

一
八
〇 

八
七 

五
九 

 

ア
ー

チ 

車
道 

を
横 

断
す 

る
も 

の 

一
基

に
つ

き
一

月 

三
〇
、 

〇
〇
〇 

四
、 八

〇
〇 

一
、 八

〇
〇 
八
七
〇 

五
九
〇 

そ
の 

他
の 

も
の 

一
五
、 

〇
〇
〇 

二
、 四

〇
〇 

九
〇
〇 

四
三
〇 
二
九
〇 

令
第
七
条
第
二
号
に

掲
げ
る
工
作
物 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

三
、 四

〇
〇 

一
、 四

〇
〇 

一
、 〇

〇
〇 

八
五
〇 

七
八
〇 

令
第
七
条
第
三
号
に

掲
げ
る
施
設 

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

令
第
七
条
第
四
号
に

掲
げ
る
工
事
用
施
設

及
び
同
条
第
五
号
に

掲
げ
る
工
事
用
材
料 

占
用

面
積 

一
平

方
メ 

三
、 〇

〇
〇 

四
八
〇 

一
八
〇 

八
七 

五
九 

令
第
七
条
第
六
号
に 

掲
げ
る
仮
設
建
築
物

及
び
同
条
第
七
号
に

掲
げ
る
施
設 

ー
ト

ル
に

つ
き

一
月 

三
四
〇 

一
四
〇 

一
〇
〇 

八
五 

七
八 



 
 

令
第

七
条

第
八

号
に

掲
げ

る
施

設 

ト
ン
ネ
ル
の 

上
又
は
高
架 

の
道
路
の
路 

面
下
（
当
該 

路
面
下
の
地 

下
を
除
く
。 

）
に
設
け
る 

も
の 

占
用

面
積

一
平

方
メ

ー
ト

ル
に

つ
き

一
年 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
八
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
七
を

乗
じ
て
得

た
額 

上
空
に
設
け 

る
も
の 

Ａ
に
〇
・
〇
一
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

地
下 

（
ト 

ン
ネ 

ル
の 

上
の 

地
下 

を
除 

く
。 

）
に 

設
け 

る
も 

の 

階
数 

が
一 

の
も 

の 

 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額 

階
数 

が
二 

の
も 

の 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

階
数 

が
三 

以
上 

の
も 

の 

Ａ
に
〇
・
〇
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額 

そ
の
他
の
も 

の 

 

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

令
第

七
条

第
九

号
に

掲
げ

る
施

設 

建
築
物 

 

Ａ
に
〇
・

〇
一
を
乗

じ
て
得
た

額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
五
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
二
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

そ
の
他
の
も 

の 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
七
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
一
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
五
を

乗
じ
て
得

た
額 

令
第 

七
条

第
十

号
に

掲
げ

る
施

設
及 

び
自

動
車

駐
車

場 

建
築
物 

 

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

そ
の
他
の
も 

の 

 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
七
を 

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
〇
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
一
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
四
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
五
を

乗
じ
て
得

た
額 

令
第

七
条

第
十

一
号 

ト
ン
ネ
ル
の 

上
又
は
高
架 

の
道
路
の
路 

面
下
に
設
け 

 

Ａ
に
〇
・

〇
一
を
乗

じ
て
得
た

額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
五
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
二
二
を 

乗
じ
て
得

た
額 



 
 

に
掲

げ
る

応
急

仮
設

建
築

物 
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

上
空
に
設
け 

る
も
の 

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

そ
の
他
の
も 

の 

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

令
第
七
条
第
十
二
号

に
掲
げ
る
器
具 

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

令
第

七
条

第
十

三
号

に
掲

げ
る

施
設 

ト
ン
ネ
ル
の 

上
又
は
高
速 

自
動
車
国
道 

若
し
く
は
自 

動
車
専
用
道 

路
（
高
架
の 

も
の
に
限
る
。 

）
の
路
面
下 

に
設
け
る
も 

の 

Ａ
に
〇
・

〇
一
を
乗

じ
て
得
た

額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
五
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
一
九
を

乗
じ
て
得

た
額 

Ａ
に
〇
・

〇
二
二
を

乗
じ
て
得

た
額 

上
空
に
設
け 

る
も
の 

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

そ
の
他
の
も 

の 

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

令
第
七
条
第
十
四
号

に
掲
げ
る
施
設 

 

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額 

（
広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
条
例
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

種 

別 

単 
 
 

位 

金 

額 

格
納
庫

用
地 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

に
つ
き 

三
四
二
円 

 

 

別
表
第
二
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

種 

別 

単 
 
 

位 

金 

額 

格
納
庫

用
地 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

に
つ
き 

三
〇
〇
円 

 

備
考 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 



 
 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

 

港
湾 

施
設 

港
湾 

施
設 

の
種 

類 
 

種 

別 

単 

位 

金 

額 

摘 

要 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

港
湾

環
境

整
備

施
設 

緑
地 

駐
車
料 

自
動
車
一
台
一

回
に
つ
き 

午
前
九
時 

か
ら
午
後 

十
時
ま
で 

一
時
間 

ま
で 

 

 

一
時
間 

を
超
え 

る
場
合 

超
え
る 

時
間
三 

〇
分
ま 

で
ご
と 

に 

時
間
利
用
券 

一
時
間
ま 

で
の
駐
車 

料
に
相
当 

す
る
額
の 

時
間
利
用 

券 

一
一
枚

つ
づ
り 

  

六
〇
枚

つ
づ
り 

   

一
〇
〇 

枚
つ
づ 

り 

  

三
〇
〇

枚
つ
づ

り 

  

一
時
間
を 

超
え
る
場 

     

二
二
〇
円 

以
内
で
知 

事
が
定
め 

る
額 

一
二
〇
円 

以
内
で
知 

事
が
定
め 

る
額 

           

二
、
三
〇 

〇
円
以
内 

で
知
事
が 

定
め
る
額 

一
二
、
一 

〇
〇
円
以 

内
で
知
事 

が
定
め
る 

額 一
九
、
五

八
〇
円
以 

内
で
知
事 

が
定
め
る 

額 五
一
、
八 

五
〇
円
以 

内
で
知
事

が
定
め
る 

額 

 

                                

   

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

広
島
県
港
湾
施
設
使
用
料
（
通
常
使
用
に
よ
る
場 

合
） 

国
際
拠
点
港
湾
及
び
重
要
港
湾 

 

港
湾 

施
設 

港
湾 

施
設 

の
種 

類 
 

種 

別 

単 

位 

金 

額 

摘 

要 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

港
湾

環
境

整
備

施
設 

緑
地 

駐
車
料 

一
台
一
回
に
つ

き 

午
前
九
時 

か
ら
午
後 

五
時
ま
で 

自
動
車 

     

六
二
〇
円                                 

   

（
略
） 

 



 
 

 
 

 

合
超
え
る 

時
間
三
〇 

分
ま
で
ご 

と
の
駐
車 

料
に
相
当 

す
る
額
の 

時
間
利
用 

券 

一
一
枚 

つ
づ
り 

  

六
〇
枚 

つ
づ
り 

  

一
〇
〇 

枚
つ
づ 

り 

  

三
〇
〇 

枚
つ
づ 

り 

        

一
、
二
五 

〇
円
以
内 

で
知
事
が 

定
め
る
額 

六
、
六
〇 

〇
円
以
内 

で
知
事
が 

定
め
る
額 

一
〇
、
六 

八
〇
円
以 

内
で
知
事 

が
定
め
る 

額 二
八
、
二 

八
〇
円
以 

内
で
知
事 

が
定
め
る 

額 

                       

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

 
 

 
 

 

                          

 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

地
方
港
湾 

（
略
） 

 

地
方
港
湾 

（
略
） 

 

（
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

十
三 

新
生
児
介
補
料 

一
日
六
、
三
三
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

十
四
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

種

別 

金

額 

一
―
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

十
三 

新
生
児
介
補
料 

一
日
五
、
四
〇
〇
円

以
内
で
管
理
者
が
定

め
る
額 

十
四
―
二
十 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

 

備
考 

（
略
） 

 

（
広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

広
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う



 
 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

法
律
名 

事
務
の
区
分 

手
数
料
の
名
称 

金

額 

道
路
交

通
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

道
路
交

通
法
（

以
下
こ

の
項
に

お
い
て 

「
法
」 

と
い
う
。

） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
一
条
の
十
三

第
一
項
第
一
号
ロ
の
規

定
に
よ
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
五
十
一
条
の
十
三

第
一
項
第
一
号
ロ
の
規

定
に
よ
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

法
第
七
十
五
条
の
十
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

特
定
自
動
運
行
の
許
可

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

特
定
自
動
運
行

許
可
申
請
手
数

料 
七
九
、
二
○
○
円 

 
 

 

法
第
七
十
五
条
の
十
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

特
定
自
動
運
行
計
画
の

変
更
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

特
定
自
動
運
行

計
画
の
変
更
許

可
申
請
手
数
料 

七
八
、
五
○
○
円 

 
 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
一
条
の
規
定 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

二 

第
七
条
の
規
定 

令
和
五
年
七
月
一
日 

（
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
本
文
に
規
定
す
る
日
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
設
置

及
び
管
理
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
条
例
第
四
条
第
一
項
の
セ
ン
タ

ー
に
試
験
、
検
査
、
分
析
等
の
依
頼
を
し
て
い
る
者
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

３ 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

一
年
当
た
り
の
占
用
料
の
額
（
以
下
「
改
正
占
用
料
額
」
と
い
う
。
）
が
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
一
年
当
た
り
の
占
用
料
の
額

（
以
下
「
改
正
前
占
用
料
額
」
と
い
う
。
）
の
一
・
二
倍
を
超
え
る
場
合
の
一
年
当
た
り
の
占
用
料
の

額
は
、
改
正
後
の
広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
年
度
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
改
正
占
用
料
額
を

超
え
る
場
合
は
、
当
該
改
正
占
用
料
額
を
占
用
料
の
額
と
す
る
。 

 

一 

令
和
五
年
度 

改
正
前
占
用
料
額
に
一
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

二 

令
和
六
年
度
以
降 

一
・
二
を
令
和
五
年
度
か
ら
当
該
年
度
ま
で
の
年
度
の
数
だ
け
乗
じ
て
得
た

数
に
改
正
前
占
用
料
額
を
乗
じ
て
得
た
額 

 


